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（万人） 有収水量（十万㎥/日）
一人一日給水量（㍑/人/日）

総人口（万人）

給水人口（万人）

有収水量（十万㎥/日）

一人一日給水量（㍑/人/日）

※1) 実績値（～2019）：水道統計より。給水人口・有収水量は、上水道及び簡易水道を合わせたものである。総人口のみ2020年まで実績値を記載。一人一日給水量＝有収水量÷給水人口。
※2) 総人口（2021～2115）：国立社会保障・人口問題研究所（平成29年推計「日本の将来推計人口（超長期推計含）」より、厚労省水道課事務局にて2020実績人口に差し引き補正。出生率・死亡率ともに中位を採用）
※3) 給水人口（2020～2115）：最新の2019年度普及率（97.6％）が今後も継続するものとして、総人口に乗じて算出している。
※4) 有収水量（2020～2115）：家庭用と家庭用以外に分類。家庭用有収水量＝家庭用原単位×給水人口。家庭用以外有収水量は、今後の景気の動向や地下水利用専用水道等の動向を把握することが困難であるため、家

庭用有収水量の推移に準じて推移するものと考え、家庭用有収水量の比率（0.310）で設定した。本推計値は2015実績を元に2017年度に実施した推計有収水量の結果を最新の2019年度時点で差し引き補正して採用。

ピーク（1998）
4,100万（㎥/日）

（1965～）
全ての上水道事業者及び簡易水道事業者対象

（～1964）
協会会員の上水道事業者のみ対象

（2050）
2,760万（㎥/日）

ピーク時の67%

（2100）
1,520万（㎥/日）

ピーク時の37%

○人口減少等により、有収水量（※）は1998年（平成10年）を ピークに減少しており、2050年（令和32年）にはピーク時の約67％、
2100年（令和82年）頃にはピーク時の約37％まで減少する見通し。※水道料金徴収の対象となった水量

○これに伴い、水道料金・下水道使用料収入も減少する見込み。

将来給水人口、有収水量の見込み 第３回検討会資料・一部改
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対象人口規模別の事業体数と平均職員数
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対象人口別の事業体数と平均職員数（令和４年度）

（給水人口）

○対象人口が５万人以下の事業体では、平均職員数が水道で約９名、下水道で約５名となっており、極めて少人数
での運営を余儀なくされている。

○このような、対象人口５万人以下の事業体の割合は、水道で68％、下水道で74％となっており、少人数の事業体
が大半を占めている。

（汚水処理人口）

※令和４年度水道統計より作成
※水道事業（簡易水道事業を除く）を対象

※令和４年度下水道統計より作成
※公共下水道事業を対象

第３回検討会資料一部改
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対象人口規模別の原価、料金等の単価及び料金回収率等

○対象人口５万人以下の事業体では、全国平均と比べ給水原価・汚水処理原価が高い。このため料金等の単価も高

い傾向にあるものの、料金回収率や経費回収率は低く、いわゆる原価割れしている状況。

※下水道の汚水処理原価には公費負担分を含まない（水道の料金回収率と算出方法に違いがある）ことに留意。

料金回収率

給水原価(資本費)

給水原価(維持管理費)

供給単価

経費回収率

汚水処理原価(資本費)

汚水処理原価(維持管理費)

使用料単価

※水道事業（簡易水道事業を除く）
を対象

出典：「令和５年度地方公営企業年鑑」
（総務省）をもとに国土交通省が作成

※公共下水道事業（特定公共下水
道事業を除く）を対象

※汚水処理原価には公費負担分を
含まない

※未供用等を除く

出典：「令和５年度地方公営企業年鑑」
（総務省）をもとに国土交通省が作成

【参考】 簡易水道事業（169事業体）
・料金回収率：57．6%
・給水原価（資本費）：124.8円/㎥
・給水原価（維持管理費）：161.3円/㎥
・供給単価：164.8円/㎥
※公営企業会計適用事業に限る

給水人口規模別 料金回収率（供給単価／給水原価）

処理区域内人口規模別 経費回収率（使用料単価／ 汚水処理原価）
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22,607 22,636 22,719 23,021 23,031 22,904 22,119 22,640 22,186 22,475 
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水道料金・下水道使用料、料金等の収入、料金回収率等の推移

○家庭用の水道料金・下水道使用料の全国平均はわずかに上昇傾向にあるが、大きく変化していない。料金収入全体
はわずかに減少傾向、使用料収入全体は横ばいとなっている。料金回収率・経費回収率については大きな変化はない。

【水道の料金収入】

水道事業（簡易水道事業を除く）を対象

【下水道の使用料収入】
※公共下水道事業（特定公共下水道事業を除く）を対象

出典：「地方公営企業決算状況調査」（総務省）をもとに国土
交通省作成

料金収入、使用料収入
（億円）

105% 105% 106% 104% 104% 103% 100% 102%
97% 98%

95% 96% 98% 100% 100% 99% 98% 98% 96% 97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

料金回収率（水道）

経費回収率（下水道）

【水道の料金回収率】
※水道事業（簡易水道事業を除く）を対象
※料金回収率：供給単価（円/㎥） ÷給水原価（円/㎥）

【下水道の経費回収率】
※公共下水道事業（特定公共下水道事業を除く）を対象
※経費回収率：使用料単価（円/㎥） ÷汚水処理原価（円/㎥）
※汚水処理原価には公費負担分を含まない。

出典：「地方公営企業決算状況調査」（総務省）をもとに国土
交通省作成

料金回収率（供給単価／給水原価） 、経費回収率（使用料単価／汚水処理原価）
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【水道料金】
※水道事業（簡易水道事業を除く）を対象
出典：「水道料金表（令和6年4月1日現在）」（公益社団

法人日本水道協会）をもとに国土交通省作成

【下水道使用料】
※公共下水道事業（特定公共下水道事業を除く）を対象
出典：「下水道統計」（公益社団法人日本下水道協会）をもとに

国土交通省作成

水道料金・下水道使用料（家庭用月20㎥）の平均
（円）
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その他（災害応援体制、資材共同調達等）

上下水道事業の「経営広域化」の推進

経営広域化（事業統合または経営の一体化）
代表者 代表者 代表者 代表者

一部事務組合の設置等

施設の共同化（ハード）

○広域連携には様々なレベルがあるが、経営基盤の強化の観点からは、経営主体が単一となり、経営資源（ヒト･モノ･カネ）を一
元的に管理する「経営広域化」（事業統合または経営の一体化 ）を特に推進する必要。

○経営広域化により執行体制の強化、経営規模の拡大、一元的なマネジメントが図られ、事業体・住民・産業界全体への多様な
効果・メリットが期待。

施設の共同化（ハード）
管理の一体化（ソフト）

経営の一体化

事業統合

広域連携

管理の一体化（ソフト）

• 台帳、給排水工事申請、集中監視など各種システムの統一
• 維持管理業務の共同発注（共同化した施設の管理、水質検査等）

経営広域化

• 浄水場、処理場等の共同化

• 業務当たりの職員数の増加や部門の最適化等により、分業体制が確保しやすくなり、専門性（技術
力、発注能力、経営面等）が向上。従前は検討が困難だった課題に取り組みやすくなる

• 組織内の応援体制の充実による災害対応力の強化

• 発注規模の拡大により、官民連携等での民間の参画意欲や創意工夫を促進
• 一括発注により、官民双方の人的資源の有効活用や、資機材等の規格の統一化を促進

• 全体最適を意識した、長期的な視野にたったハード・ソフト両面での生産性向上を推進しやすくなる

• 中長期的な人材確保への寄与（計画的な採用、技術の継承等）

経営広域化により期待される効果・メリット

経営規模拡大

一元的マネジメント

●●水道企業団（経営の一体化の場合）

※事業統合の場合は、事業認可（水道）または
事業計画（下水道）から一本化するため、個々
の事業は残らない（会計・料金も原則統一）

執行体制強化

A市

B市

C市

中核下水処理場
＜集中監視装置＞

A町
処理場

B村
処理場 C町

処理場
D町

処理場
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F町
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NTT・光回線

A下水処理場（廃止） B下水処理場 5


